
 

 

高松市男女共同参画センター指定管理者の公募に関する質問に対する回答 

 

 質問項目 質問内容 回答 

１ 経費について 仕様書等を確認しますと、

社会保険料率や消費税率等の

制度的なコストが上昇した場

合、指定管理料の増額が可能

と読み取れますが、昨今の急

激な人件費の高騰や物価高の

影響で今後５年間の間に人件

費等の割り増し等はあるので

しょうか？ 

ない場合に考えられる代替

え案あればご教示ください。 

 基本的には、指定期間中に

おける人件費等の割り増し等

はありません。 

人件費については、香川県

の地域別最低賃金が、一定の

水準で上昇していることか

ら、比較的、算定しやすい状

況にあるものと考えておりま

すので、賃金や物価の上昇を

踏まえ、適切に算定してくだ

さい。 

  

 


